
一

（
外
交
防
衛
委
員
会
）

経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を

求
め
る
の
件
（
閣
条
第
五
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

こ
の
議
定
書
は
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。
）
に
、
情
報

の
電
子
的
手
段
に
よ
る
国
境
を
越
え
る
移
転
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
定
を
追
加
す
る
た
め
の
改
正
等
に
つ
い
て
定

め
る
も
の
で
あ
り
、
二
〇
二
四
年
（
令
和
六
年
）
一
月
三
十
一
日
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
お
い
て
署
名
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
議
定
書
は
、
前
文
、
本
文
七
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
協
定
第
八
・
七
十
一
条
を
改
め
、
対
象
者
及
び
個
人
情
報
の
定
義
に
係
る
規
定
を
加
え
る
こ
と
を
定
め
る
。

二
、
協
定
第
八
・
八
十
一
条
を
改
め
、
両
締
約
国
は
、
情
報
の
電
子
的
手
段
に
よ
る
国
境
を
越
え
る
移
転
が
対
象
者
の
事
業
の

実
施
の
た
め
に
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
移
転
を
確
保
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
定
め
る
。

三
、
協
定
第
八
・
八
十
一
条
の
次
に
第
八
・
八
十
二
条
と
し
て
、
両
締
約
国
は
、
各
締
約
国
の
法
令
に
従
い
個
人
が
自
己
の
個

人
情
報
及
び
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
に
つ
い
て
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
並
び
に
こ
の
点
に
関
す
る
高
い
基
準
が
デ
ジ
タ
ル
経

済
に
お
け
る
信
用
及
び
貿
易
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
等
に
関
す
る
規
定
を
加
え
る
こ
と
を
定
め
る
。



二

四
、
協
定
第
八
・
六
十
三
条
を
削
除
す
る
。

五
、
こ
の
議
定
書
は
、
協
定
第
二
十
三
・
二
条
１
及
び
２
の
規
定
に
従
い
、
こ
の
議
定
書
の
効
力
発
生
の
た
め
の
そ
れ
ぞ
れ
の

関
係
す
る
国
内
法
上
の
要
件
及
び
手
続
に
つ
い
て
、
当
該
要
件
を
満
た
し
た
こ
と
及
び
当
該
手
続
が
完
了
し
た
こ
と
を
両
締

約
国
が
相
互
に
通
告
す
る
日
の
属
す
る
月
の
後
二
番
目
の
月
の
初
日
又
は
同
日
よ
り
も
遅
い
日
で
あ
っ
て
両
締
約
国
が
合
意

す
る
日
に
効
力
を
生
ず
る
。


